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（１）ローカル局の役割

 地域住民の「知る権利」に応えるとともに、視聴者の安心・安全に資する情報をはじめ、多様で豊かな情報を視
聴者に届けることがローカル局の役割。

 日々のニュース取材、番組制作、営業活動等において、地域の人たちとの距離は近い。文化やスポーツなどの
リアルイベント等も織り交ぜた多様な提案を行い、地域の人たちを巻き込みスポンサー企業も共に成長。

（２）放送ネットワークインフラ
の在り方

 環境変化を踏まえ、持続可能な組織とするため、特に人口減少地域における設備等の最適化を図りたい。
 中継放送設備の維持更新は経営にかなりの負担。設備等の在り方の検討では、NHKに中心的役割を期待。
 伝送手段の多様性を許容することは合理的。ブロードバンド代替がコスト削減に繋がるかは精査が必要。
 「協調すべきところは協調すべき」を前提に進めた際に負担軽減になるのか、マスター設備共同化によるコストメ

リットはあるのか等について検討し、最終的には経済合理性で判断すべき。

（３）インターネットの活用

 ローカルニュースのネット同時配信の実施や自社アプリの開発を実施。課題は収益確保への配信視聴者数の増
加と安定化、コンテンツ単位での収益確保、配信コンテンツの増加等。

 インターネットの活用は、番組配信等による収益が増加傾向にあるなど、経営基盤の強化のための有力な選択
肢の一つであると考えており、今後もこれまで以上に注力していく予定。

 自社プラットフォーム、YouTubeチャンネル、TVer等の社外プラットフォームにて配信を実施。課題は人材・労力・
費用と収益のバランスと権利処理の手続き。

（４）マスメディア集中排除原則
と放送対象地域

 認定持株会社の傘下に入っているローカル局においては、経営の自主性が確保されており、多様性・多元性・地
域性が毀損されている状況にない。認定放送持株会社による12地域制限の緩和により、経営状況が悪化した
ローカル局が支援を受けられるようになる。地元株主が株を手放す可能性もある。

 マスメディア集中排除原則の緩和はローカル局の経営戦略の選択肢を増やすために重要な考え方。他方、同一
地域内に係る緩和については、キー局中心の「系列」構造が維持されている間は必要性を感じない。

 マスメディア集中排除原則の緩和については、経営の選択肢が増えるという点では賛同。
 放送対象地域の拡大による番組の同一化は、地域での広告の価値・需要が下がる懸念があるが、将来的に経

営状況が悪化した場合の選択肢としてあるのはよい。

（５）公共放送のインターネット
配信

 公共放送等におけるインターネットによるテレビ番組配信は、時代の趨勢と受け止めているが、地上波の視聴率
に影響を与えることを懸念。

 NHKは今後も民放との二元性も確保して、NHKとしての方向性を示し広く理解を得ながら、インターネット活用業
務を進めるべき。

 NHKによるインターネット活用は「放送の補完」という位置付けであり、これを堅持することが重要。NHKのイン
ターネット活用業務の拡大は、民間事業を圧迫する可能性がある。

（６）クラウドファンディングなど
地域住民による支援

 クラウドファンディングは有効な手段の一つであるが、放送局の公平性・中立性が維持できなくなる懸念がある。
 個人が放送局を支援する場合においては、放送における言論の多様性を担保できることが重要。
 スポンサーや株主との関係性において、整理しなければならない課題がある。

放送事業者との意見交換の結果について

○ 令和４年３月９日、三友座長は、愛媛県に出張し、同県の放送事業者（５社※）との意見交換を実施。

※ NHK松山拠点放送局、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレビ、株式会社テレビ愛媛、南海放送株式会社
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